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議案第３８号 

市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

職員の期末手当に係る支給割合の改定等を考慮し、市長、副市長及び教育

長の期末手当の支給割合を改定する等するための改正 

 

２ 内 容 

  総支給割合を０．１５月分引下げとし、６月期及び１２月期の支給割合を

それぞれ次のとおりとする。 

 ６月期 １２月期 総支給割合 

現行 ２．２２５ ２.２２５ ４.４５（月分） 

改定後 ２．１５０ ２.１５０ ４.３０（月分） 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、

その日） 

 ⑵ 令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置 

令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定され 

る期末手当の額から令和３年１２月に支給された期末手当の額に２２２． 

５分の１５を乗じて得た額を減じた額とする。 
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議案第３９号 

八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

 国家公務員の人事院勧告を考慮し、職員の期末手当の支給割合を改定する

等するための改正 

 

２ 内 容 

  期末手当の改定 

総支給割合を０．１５月（再任用職員及び任期付短時間勤務職員は０．１

０月）分引き下げ、当該引下げ分を期末手当の支給月数に反映し、６月期及

び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとおりとする。 

 ⑴ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

現行 
期末手当 １．２７５ １．２７５ ２.５５０ ４.４５

（月分） 勤勉手当 ０.９５０ ０.９５０ １.９００ 

改定後 
期末手当 １．２００ １．２００ ２.４００ ４.３０

（月分） 勤勉手当 改定なし 改定なし 改定なし 

 ⑵ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

現行 
期末手当 １.０７５ １.０７５ ２.１５０ ４.４５

（月分） 勤勉手当 １.１５０ １.１５０ ２.３００ 

改定後 
期末手当 １.０００ １.０００ ２.０００ ４.３０

（月分） 勤勉手当 改定なし 改定なし 改定なし 

⑶ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

現行 
期末手当 ０.７２５ ０.７２５ １.４５０ ２.３５

（月分） 勤勉手当 ０.４５０ ０.４５０ ０.９００ 

改定後 
期末手当 ０.６７５ ０.６７５ １.３５０ ２.２５

（月分） 勤勉手当 改定なし 改定なし 改定なし 

⑷ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

現行 
期末手当 ０.６２５ ０.６２５ １.２５０ ２.３５

（月分） 勤勉手当 ０.５５０ ０.５５０ １.１００ 

改定後 
期末手当 ０.５７５ ０.５７５ １.１５０ ２.２５

（月分） 勤勉手当 改定なし 改定なし 改定なし 
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３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、

その日） 

⑵ 令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置 

令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定され 

る期末手当の額（基準額）から令和３年１２月に支給された期末手当の額 

に、次の区分ごとに、それぞれ次の割合を乗じて得た額（調整額）を減じ 

た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末 

手当は、支給しない。 

① 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（一般職員） 

   １２７．５分の１５ 

② 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（指定職員） 

   １０７．５分の１５ 

③ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（一般職員） 

   ７２．５分の１０ 

④ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（指定職員） 

   ６２．５分の１０ 

⑶ 八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正 

  会計年度任用職員に係る令和４年６月に支給する期末手当については、 

⑵の規定は、適用しない。 
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議案第４２号 

八潮市税条例の一部を改正する条例（令和４年３月３１日専決処分） 

 

１ 趣 旨 

  地方税法の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付等をする

ことにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる

場合等においては、一定の措置（住所の削除等）を講じた上で、証明書の

交付等をすることができることが明確化されたことに伴う規定の整備（第

７３条の２、第７３条の３関係） 

 ⑵ 令和４年度に限り、商業地等に係る土地の課税標準額の上昇幅を現行の

５％から２．５％とする。（附則第１２条関係） 

⑶ 規定の整備 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   令和４年４月１日 

 ⑵ 経過措置 

   所要の措置を設ける。 
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議案第４３号 

八潮市都市計画税条例の一部を改正する条例（令和４年３月３１日専決処分） 

 

１ 趣 旨 

  地方税法の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 令和４年度に限り、商業地等に係る土地の課税標準額の上昇幅を現行の

５％から２．５％とする。（附則第７項関係） 

⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   令和４年４月１日 

 ⑵ 経過措置 

 所要の措置を設ける。 
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議案第４５号 

八潮市税条例等の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 個人市民税 

  ① 総合課税又は分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除につい

て、確定申告書に記載することにより行うこととする。（第３３条、第３

４条の９、附則第１６条の３第２項関係） 

  ② 給与所得者の扶養控除（異動）申告書の記載事項に、退職手当等に係

る所得を有する一定の配偶者の氏名を追加する。（第３６条の３の２第１

項関係） 

③ 公的年金等受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び１６

歳以上の扶養親族（退職手当等を有する者に限る。）の提出を義務化する。

また、記載事項に配偶者の氏名を追加する。（第３６条の３の３第１項関

係） 

④ 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が４年間延長されたこ

とに伴い、控除の適用期限を次のとおり延長する。（附則第７条の３の２

第１項関係） 

    居住年の適用期限 

      現 行               改正後 

     平成２１年から令和３年まで → 平成２１年から令和７年まで 

    住宅借入金等特別税額控除の適用期限 

      現 行        改正後 

令和１５年度まで → 令和２０年度まで 

⑤ 特例適用利子等及び特例適用配当等に係る所得割の賦課について、確

定申告書に記載があるときに限り適用する。（附則第１６条の３第２項、

附則第２０条の２第４項、附則第２０条の３関係） 

  ⑥ 住宅借入金等特別税額控除の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症 

等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例を廃止する。（附則第２６条関 

係） 

⑵ 固定資産税 

① ＤＶ被害者等の保護のための措置として、固定資産課税台帳に記載さ

れている事項について証明書の交付等をする際に当該ＤＶ被害者等の登

記簿上の住所が含まれている場合は、住所に代わる事項を記載しなけれ

ばならないこととする。（第１８条の４、第７３条の２、第７３条の３
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関係） 

 ② 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）について、課税標準に

乗ずる本市の特例割合を定める。（附則第１０条の２関係） 

   ア 公害防止用の下水道除害施設 ４／５ 

（法律で定める特例割合の範囲は、４／５を参酌して７／１０以上９／１０以下） 

   イ 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都

道府県知事等の指定を受けた土地 ３／４ 

（法律で定める特例割合の範囲は、３／４を参酌して２／３以上５／６以下） 

⑶ 規定の整備 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

公布の日。ただし、次の規定は、それぞれに掲げる日 

  ① ２⑴②～④・⑥ 令和５年１月１日 

  ② ２⑴①・⑤   令和６年１月１日 

③ ２⑵①     令和６年４月１日 

 ⑵ 経過措置 

   所要の措置を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

議案第４６号 

 八潮市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  地方税法の一部改正に伴う改正 

 

２ 内 容 

⑴ 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）について、課税標準に乗

ずる本市の特例割合を定める。（附則第６項関係） 

特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都道府

県知事等の指定を受けた土地 ３／４ 

（法律で定める特例割合の範囲は、３／４を参酌して２／３以上５／６以下） 

⑵ 規定の整備 

  

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   公布の日 

 ⑵ 経過措置 

   所要の措置を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


